
ヒアリング対象事業（１０月５日）
（単位　千円）
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23
社会福祉
課

佐倉市社会福祉協議会事業推進費補助
金（事業費分）
※参考表記

2 事業 8 1 4 4 4 21 2,781 2,374

24
社会福祉
課

佐倉市社会福祉協議会事業推進費補助
金（人件費分）

2
別記1
別記2

運営 8 1 3 4 4 20 93,000 93,000

70
産業振興
課

佐倉商工会議所事業補助金
※参考表記

4 事業 8 1 3 4 4 20 12,550 12,550

(70)
産業振興
課

佐倉商工会議所事業補助金 4 別記2 運営 8 1 3 4 4 20 22,950 22,950

76
産業振興
課

社団法人佐倉市観光協会事業補助金
※参考表記

2 事業 6 1 2 4 4 17 10,391 11,376

(76)
産業振興
課

社団法人佐倉市観光協会事業補助金 2
別記1
別記2

運営 6 1 2 4 4 17 5,511 4,375

17:15～
　17:25

79
産業振興
課

佐倉市認定職業訓練運営事業補助金
※再保留分

4 事業 6 1 3 4 2 16 680 680

17:25～
　17:40

109
生涯ス
ポーツ課

佐倉市体育協会補助金 4 別記1 事業 8 2 4 4 4 22 4,700 5,530

 平成23年度
6月補正計上後

予算見込額
No 担当課 補助金名称

分
類

16:30～
　16:45

16:45～
　17:00

17:00～
　17:15

 備考基準外 種別

評価点

 平成22年度
当初予算額

予定時間



ヒアリング対象事業（１０月５日）

【分類区分】
①市が依頼する事務処理に対する報償的な財政支援（交付金）
②市との連携により実施する事業への財政支援（行政からの働きかけで組織された団体、市域を包括する組織等に対す
る補助）
③啓発、誘導のための財政支援（制度補助）
④啓発、誘導のための財政支援（特定団体の支援）
⑤特別な負担を強いられている特定市民への弁償的な財政支援
⑥一定水準の市民生活を保障するための財政支援（扶助費的性格の強いもの）
⑦市民自ら企画、提案・実施する公共サービスを支援するもの

【基準外】
○現行の補助金等基準において、別記１、別記2として、例外的に基準外を認められているもの
【団・個人】
○「団」とあるものは交付先が団体であるもの、「個」とあるものは交付先が個人であるもの
【種別】
○「事業」とあるものは事業費に対する補助であるもの、「運営」とあるものは運営費に対する補助であるもの


